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２ 教育行政  

(1) 教育委員会委員  

（平成３０年４月 1 日現在）  

職  名 氏 名 任        期 

教 育 長 奥  典道 平成３０年  ４月 １日～平成３３年 ３月３１日 

教 育 長 職 務 代 理 者 山川 肖美 平成２８年１２月２４日～平成３２年１２月２３日 

委 員 澁谷 憲和 平成２８年１２月２４日～平成３２年１２月２３日 

委 員 山下 芳樹 平成２７年  ３月１１日～平成３１年  ３月１０日 

委 員 山田 恭子 平成２９年  ６月２６日～平成３３年  ６月２５日 

委 員 松本 良子 平成２９年１２月２５日～平成３３年１２月２４日 

 

(2) 組織図 
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図書係
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さいき文化センター

教
育
機
関

教育部

教育長

大野体育館

教育委員会

はつかいち市民大野図書館

はつかいち市民さいき図書館

歴史民俗資料館　３施設

学校給食センター　３施設
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小学校　１7校

幼稚園　１園
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(3) 教育予算の概要 

① 教育費の推移（当初予算）  

     （単位：千円） 

区    分  平成 27 年度  平成 28 年度  平成 29 年度  平成 30 年度  

一般会計  47,210,000 47,110,000 49,810,000 58,230,000 

教育費  6,509,972 3,973,814 4,666,626 5,813,717 

教育総務費  409,994 412,045 408,883 405,574 

  教育委員会費  2,524 2,466 2,520 3,754 

  事務局費  246,162 248,626 251,846 239,079 

  教育振興費  161,308 160,953 154,517 162,741 

小学校費  2,041,831 866,052 1,245,885 914,437 

  学校管理費  352,916 365,008 381,021 384,256 

  教育振興費  224,721 186,338 185,336 221,657 

  学校建設費  1,464,194 314,706 679,528 308,524 

中学校費  990,567 399,550 681,498 731,780 

  学校管理費  232,601 235,401 237,016 229,860 

  教育振興費  126,927 144,180 146,851 162,211 

  学校建設費  631,039 19,969 297,631 339,709 

幼稚園費  282,675 195,448 197,176 196,872 

社会教育費  1,875,018 1,347,787 1,415,498 1,906,224 

  社会教育総務費  179,396 190,884 165,079 180,597 

  文化振興費  87,419 76,869 80,705 86,289 

  公民館費  1,190,322 670,448 736,794 1,211,917 

  文化センター費  252,025 254,021 259,940 256,862 

  図書館費  165,856 155,565 172,980 170,559 

保健体育費  909,887 752,932 717,686 1,658,830 

  保健体育総務費  58,848 60,154 33,109 66,988 

  体育施設費  393,697 268,887 274,145 261,532 

  学校給食費  457,342 423,891 410,432 1,330,310 
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② 平成３０年度当初予算  

（単位：千円）  
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たくましく自立し、学び合い高め合う教育を推進します 

まち全体で子どもを育てます 

(4) 廿日市市教育大綱 

 

教育制度改革の一環として、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改

正する法律」が平成２７年４月に施行されました。これにより、市長と教育委員会と

いう対等な執行機関同士の協議・調整の場である「総合教育会議」を設置しました。

また、総合教育会議で協議・調整した内容に基づき、「廿日市市教育大綱」を策定しま

した。  

 

 

１ 基本理念 

 

 

 

 

 

 

２ 基本方針 

 基本理念の実現のため、次の五つの基本方針を定めます。まち全体の「横のつなが

り」と一人ひとりにとって切れ目のない学びの「縦のつながり」の二つの視点をもち、

各種の施策を展開します。  

 

≪方針①≫ 

 

 

子ども達の笑顔があふれるまちであり続けるため、子ども達の教育に直接携わる

者だけでなく、行政組織内、あるいは福祉機関、医療機関などがこれまで以上に連

携を強め、まち全体で子どもを育てる体制づくりを進めます。  

また、学校と地域、家庭がそれぞれの教育力を発揮し、連携・協力しながら、地

域ぐるみで子どもの「育ち」を支援します。  

 

≪方針②≫ 

 

 

グローバル化の進展や絶え間ない技術革新等により社会が大きく変化する中、子

ども達が高い志や意欲をもった自立した人間として、他者と協働しながら主体的に

行動することや、多様な情報を活用することなど、将来、社会で活躍するために必

要な資質・能力を育む教育を推進します。  

 

 

 

「ふるさと廿日市」に愛着と誇りをもち、 

未来を担う人づくり 
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≪方針③≫ 

 

 

子ども達が、多様な価値観を認識し、他者を尊重するとともに、自らをかけがえの

ない存在だと実感することができるよう、お互いに関わり合う活動や体験活動を積極

的に取り入れます。学校全体で取り組む道徳教育を一層充実するとともに、まち全体

でいのちを大切にする心を育みます。  

 

≪方針④≫ 

 

 

「廿日市市の宝」を次世代につなげていくための保存・継承に係る取組を確実に

行うとともに、魅力ある郷土の歴史や文化、産業について学ぶ機会を充実することに

よって、ふるさとを愛し誇りに思い、地域の発展に貢献する人を育成します。  

 

≪方針⑤≫ 

 

 

  文化、芸術、スポーツ等の廿日市市ならではの地域資源を積極的に活用し、多彩

な学習機会を提供することにより、自発的な学びを促します。また、学んだことが

生かされるような場の設定に取り組みます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いのちを大切にする心を育む教育を推進します 

ふるさとに誇りと愛着をもつ心を育みます 

生涯にわたる自発的な学びを支援します 
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(5) 廿日市市教育振興基本計画（平成２８年度～平成３２年度）  

  

 ① 基本理念 

 

 

 

 

第２期廿日市市教育振興基本計画では、第６次廿日市市総合計画や本市の教育を取

り巻く現状と課題を踏まえ、おおむね１０年先を見通して、基本理念「『ふるさと廿日

市』に愛着と誇りをもち、未来を担う人づくり」を掲げます。  

 

 ② 基本目標 

 

 

 

 

 社会が激しく変化する中で、次世代を担う子ども達が、「ふるさと廿日市」に愛着と誇り

をもつとともに、生涯にわたり、自ら学び、考え、協働して課題を解決する力を身に付け

ることができるように、「主体的に」「協働的に」学ぶ取組を進めます。  

 

 

 

 

 

 個人や地域が抱える課題やニーズが多様化、複雑化する状況を踏まえ、関係機関と連携

を密にし、現代的課題や社会的課題に対応した学習機会を充実するとともに、学習した成

果を広く活用する仕組みを整え、地域の絆を大切にしたまちづくりを進めます。  

 

 

 

 

 

 地域に受け継がれてきた歴史や文化を次世代につなげていくためにも、文化財の保護や

幅広い活用に取り組みます。また、それらを積極的に活用した取組を充実することで、ふ

るさとに愛着と誇りをもつ心を育みます。  

 

 

 

 

 

 一人ひとりの多様な個性や能力を最大限伸ばすため、安心・安全な環境づくりを確保す

るとともに、老朽化している学校施設や社会教育施設等を計画的に改修していきます。ま

た、市民の誰もが芸術文化やスポーツに親しみ、豊かな生活が送れるように、活動を支援

します。

基本理念 

「ふるさと廿日市」に愛着と誇りをもち、未来を担う人づくり 

学 校 教 育 の 充 実 

基本目標 1 「ふるさと廿日市」に愛着と誇りをもち、社会を生き抜く力を育む学校教育の充実  

社 会 教 育 の 充 実 

基本目標２ 自ら学び、学びにより人と人とがつながり、まちづくりに寄与する教育の推進  

教 育 環 境 の 整 備 

郷 土 の 歴 史 や 文 化 の 継 承 

基本目標３ 受け継がれてきた歴史や文化の継承とふるさとに愛着と誇りをもつ

心の育成 

基本目標４ 一人ひとりの学びを支え、時代のニーズに応じた教育環境の整備  
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 ③ 施策体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 挑戦！  豊かさと活力あるまち  はつかいち  

    ～夢と希望をもって世界へ～  

市民一人ひとりが幸せに暮らせるまちづくり  

方向性４  新たな可能性に挑む  

方向性１  くらしを守る  

方向性３  資源を活かす  

方向性２  人を育む  

 

 

「

ふ

る
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と
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市

」

に
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と

誇
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を
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ち

、
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来

を
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う

人

づ

く
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第
６
次
廿
日
市
市
総
合
計
画 

基本理念 

１  社会のニーズに応じた  

教育の推進  

２  子ども達の状況に応じ  

た教育や心の教育の推進  

６  学校教育環境の充実  

３  家庭・地域と学校が協働して創造性 

豊かな子どもを育てる教育の推進 

５  魅力ある郷土の歴史や文 

化の学習と次世代への継承 

４  まちづくり活動に誰もが 

参画しやすい環境づくり 

７  世界にはばたく人材

の育成  

基 本 目 標 施 策 の 柱 主 な 取 組 

 

 

基本目標１ 

｢ふ る さと廿日市 ｣に 愛着と

誇りをもち、社会を生き抜く

力を育む学校教育の充実  

 基本目標２ 

 自ら学び、学びにより人と

人とがつながり、まちづく

りに寄与する教育の推進  

 

 

基本目標３ 

受け継がれてきた歴史や文

化の継承とふるさとに愛着

と誇りをもつ心の育成  

りをもつ心の育成  

 

 一人ひとりの学びを支

え、時代のニーズに応じ

た教育環境の整備  

基本目標４ 

 １ -(１ )確かな学力を育む教育の推進  

１ -(２ )健やかな体の育成  

１ -(３ )ＩＣＴを活用した教育の推進  

１ -(４ )国際教育の充実  

１ -(５ )自然体験学習の推進  

１ -(６ )教職員の指導力向上  

 ２ -(１ )心の教育の充実  

２ -(２ )子どもが安心して通える学校づくりの推進  

２ -(３ )子育てサポート体制の充実 

２ -(４ )児童生徒の自主的な活動の推進 

２ -(５ )文化・スポーツを通じた青少年の健全育成  

 

 

 

３ -(１ )地域による学校支援  

３ -(２ )家庭・地域との連携による青少年の健全育成 

 

４ -(１ )協働によるまちづくりの推進  

４ -(２ )生涯にわたる学びの推進  

 ５ -(１ )ふるさと学習の推進  

５ -(２ )文化財の保存・継承  

 

 ６ -(１ )安全な教育環境の確保  

６ -(２ )教育体制の充実  

６ -(３ )学校給食施設の再編整備  

 ７ -(１ )人生を豊かにする文化芸術活動の推進  

７ -(２ )豊かな心・健やかな体を育むスポーツ活動の推進  

 

学校教育の充実 

社会教育の充実 

郷土の歴史や文化の継承 

教育環境の整備 

 まちづくりの基本理念  

 将 来 像  

 将来像を実現するための４つの方向性  


